
ＨＨＣ管理本部人事部

ライフイベント手当について
～契約社員・講師契約社員・

アルバイト・非常勤講師用～
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１.導入目的
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◆子育て支援の拡充
お子さんの成長と共に、入園・入学など何かと出費が多いものです。
各種イベント毎にまとまった一時金を支給致します。
（正社員以外は、2021年より運用開始）

◆産休育休者の復帰支援
子育てしながらの仕事復帰は、
フィジカル及びメンタル的にも様々な苦労が多い事だと思います。
勤務制度拡充などとは別に、一時金として支援する事で一助とするものです。

◆従業員満足度の向上による生産性の向上
ライフイベント支給含め様々な人事制度を通じて、
社員の皆さんが長く安心して仕事に集中できる環境を整備し、
その能力を最大限発揮頂き、生産性の高い会社を目指します。



◆税扶養している子：各イベント毎に下記一時金を支給
◆本人 ：産休育休復帰により下記一時金を支給

２.対象イベント
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対
象

対象イベント 契約社員 講師契約社員 アルバイト 非常勤講師

本
人

産休・育休復帰 10,000円 10,000円 5,000円 5,000円

税
扶
養
し
て
い
る
子
供

保育園又は幼稚園入園 50,000円 50,000円 25,000円 25,000円

小学校入学 30,000円 30,000円 15,000円 15,000円

中学校入学 20,000円 20,000円 10,000円 10,000円

高校入学 20,000円 20,000円 10,000円 10,000円



３.支給対象者
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＜産後休暇／育児休業からの復帰＞
＊下記条件を全て満たす方
・復帰時点で「契約社員・講師契約社員・アルバイト・非常勤講師（注1）」の方
・復帰時点で勤続年数が５年以上の方（注2）

・復帰時点で１年以上の社会保険加入の方（注3）

・６ヶ月以上の育児休業終了後、または産後休暇終了後すぐに職場復帰した方

＜子のライフイベント支給＞
＊下記条件を全て満たす方
・事由発生時点で「契約社員・講師契約社員・アルバイト・非常勤講師（注1）」の方
・事由発生時点で勤続年数が５年以上の方（注2）

・事由発生時点で１年以上の社会保険加入の方（注3）

・事由発生時点で１年以上にわたり、
所得税法上の被扶養者である子（税扶養）を有する方（注4）

・ライフイベント支給以後も引き続いて子を税扶養する方

※注1：雇用契約者のみ対象となります。（業務委託契約などは対象外）
※注2：上記社員区分内及び正社員（講師正社員）からの雇用形態変更は、通算勤続年数に含みます。
※注3：「健康保険」、「厚生年金保険」になります。
※注4：「税扶養（所得税）」と「社会保険扶養（健康保険、厚生年金）」は異なります。



４.詳細要件・運用ルール
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＜対象法人＞
ＨＡ、ＨＲ、ＨＬＣ、ＨＰ、ＨＤＣ、ＬＩＫ、ＦＢＳ、ＨＨＣ
※各社員毎の給与規定に明示

＜申請者要件＞
(1) 両親ともにHG社員の場合は、税扶養している社員に支給
(2) 1年以内に退職することが明らかな者には支給しない
(3) 1年以上の税扶養有無は扶養控除等(異動)申告書及び支払実績により確認

※「税扶養(所得税)」と「社会保険扶養(健康保険、厚生年金)」は異なります。
※国外居住扶養親族の場合は、必要書類が別途必要

＜子供の要件＞
(1) 双子の場合は2人分支給
(2) 税法扶養の孫は対象外
(3) ゼロ歳児は状況確認の上、各社人事及びHHC人事にて判断（1年以上の税扶養がない為）

＜入園、入学基準＞
(1)  保育園・幼稚園・小学校・中学校・高等学校（公立私立問わず）
(2)  入園・入学日がわかり、学校印のある｢在園・在学証明書類｣「学生証」などで確認
(3) 海外の場合は、学校基準などが異なる為、各社人事及びHHC人事にて別途判断

＜申請＞
(1) イベント発生日より起算し、3ヶ月以上6ヶ月以下である期間に申請可能
(2) 上記申請期間を超えた遡りでの支給はこれを一切認めない
(3)  所定の「ライフイベント手当給付申請書」にて提出（各社承認必要）
(4) 支給締日は毎月5日 ※左記日時までに、各社人事経由にてHHC人事部到着必須
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５.申請フロー

イベント発生

※育休復帰、入園、入学など
※イベント発生の３か月経過後から申請可能

申請準備期間

※支給条件などの確認、必要書類の用意
※例：４月入園→３か月経過→７月申請

申請書提出

※「ライフイベント給付申請書」にて提出
※上長→事業部長→各社人事→各社承認→HHC人事

支給開始

※支給締日は毎月５日、当月給与にて支給
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６.申請書作成の注意点

1

2
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＜注意点＞

該当イベントの状況（本人又は子女）を記載

該当イベントを選択

支給要件を自身でチェック「✔」

4 本人→上長→事業部長→各社人事→各社承認
→ＨＨＣ人事へ提出

★申請書は、以下へ掲示しています。
・当該人事通達
・ｅ-ｈｕｍａｎ書式集（人事）
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